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各派内示・記者会見資料 （平成21年５月25日）

平 成 2 1 年 ６ 月 秋 田 市 議 会 定 例 会 提 出 予 定 案 件

件 名 説 明

「 条 例 案 」 ５ 件

１ 秋田市市税条例等の一部を改正する件 ○改正理由

（ ）・地方税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第９号 ：平成21年３月） 地方税法の一部改正 平成21年法律第９号

に伴い、住宅借入金等特別税額控除について31日公布、一部を除き平成22年１月１日施行

定めるとともに、規定を整備するため、改正

しようとするもの

○改正要旨

１ 平成22年度から平成35年度までに限り、

住宅借入金等特別税額控除額等によって算

出した一定の金額に関し、個人住民税にお

いて税額控除を行うこととする。

２ 特定の土地等の長期譲渡所得について、

個人の市民税の課税の特例を適用すること

とする。

３ 先物取引に係る雑所得等に係る個人の市

民税の課税の特例の適用対象に、先物取引

に係る譲渡所得を加えることとする。

４ その他規定を整備する。

。 、○施行期日 平成22年１月１日から ただし

一部の規定は公布の日、平成22年４月１日お

よび平成23年１月１日から。条例の施行に関

し必要な経過措置を規定する。

２ 秋田市企業立地の促進等による地域に ○改正理由

おける産業集積の形成および活性化に 企業立地の促進等による地域における産業

係る固定資産税の課税免除に関する条 集積の形成及び活性化に関する法律第二十条

例の一部を改正する件 の地方公共団体等を定める省令の一部改正 平（

成21年総務省令第40号）に伴い、固定資産税・関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令

の課税免除の適用期限を改めるため、改正し等の一部を改正する省令（平成21年総務省令第40号 ：平成21年３月31日）

ようとするもの公布、平成21年４月１日施行

○改正要旨

産業集積区域内における固定資産税の課税
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免除の適用期限を２年間延長する。

○施行期日 公布の日から

３ 秋田市国民健康保険税条例の一部を改 ○改正理由

（ ）正する件 地方税法の一部改正 平成21年法律第９号

に伴い、上場株式等に係る配当所得に係る国・地方税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第９号 ：平成21年３月）

民健康保険税の課税の特例等について定める31日公布、一部を除き平成22年１月１日施行

とともに、規定を整備するため、改正しよう

とするもの

○改正要旨

１ 上場株式等に係る配当所得に係る保険税

の課税の特例について規定する。

２ 特定の土地等の長期譲渡所得について、

。保険税の課税の特例を適用することとする

３ 先物取引に係る譲渡所得について、保険

税の課税の特例を適用することとする。

４ その他規定を整備する。

。 、○施行期日 平成22年１月１日から ただし

一部の規定は同年４月１日および平成23年１

月１日から

４ 秋田港振興センター条例の一部を改正 ○改正理由

する件 秋田港振興センターを利用料金制とすると

ともに、その利用料金等を定めるため、改正

しようとするもの

○改正要旨

１ センターの利用料金は、指定管理者が自

己の収入として収受することとする。

２ センターの利用料金は、指定管理者があ

らかじめ市長の承認を受けて定めることと

する。

３ センターの利用料金は、原則として還付

しないこととする。

○施行期日 平成22年４月１日から。この条

例の施行前にセンターの使用料を納付してい

る者は、施行後の利用料金を支払っている者

とみなす旨の経過措置を規定する。
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５ 秋田市手数料条例の一部を改正する件 ○改正理由

租税特別措置法の一部改正（平成21年法律・所得税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第13号 ：平成21年３月）

第13号）に伴い、規定を整備するため、改正31日公布、一部を除き平成21年４月１日施行

しようとするもの

○改正要旨

規定を整備する。

○施行期日 公布の日から

「 単 行 案 」 ９ 件

６ 北部市民サービスセンター（仮称）建 ○北部市民サービスセンター（仮称）建築工

築工事請負契約を締結する件 事請負契約を締結しようとするもの

・工事場所 土崎港西五丁目28番１

・契約金額 1,900,500,000円

・契 約 先 林・中央土建・小南建設工事共

同企業体

・工 期 平成23年４月25日まで

・工事概要

敷地面積 8,685.11㎡

構造規模 RC造地上３階建て

延床面積 5,533.63㎡

用 途 支所、公民館、体育館 他

※根拠法：地方自治法第96条第１項

７ 秋田市河辺保育所（仮称）新築工事請 ○河辺保育所（仮称）新築工事請負契約を締

負契約を締結する件 結しようとするもの

・工事場所 河辺北野田高屋字上前田表66番地地内

・契約金額 220,500,000円

・契 約 先 (株)足利工務店

・工 期 平成22年３月16日まで

・工事概要

敷地面積 3,874㎡

構造規模 木造平屋建

面 積 建築面積 1,206.54㎡

床 面 積 1,035.07㎡

用 途 保育室（４部屋 、乳児室、）

ほふく室、遊戯室、事務室、

相談室、調理室、更衣室（男

１・女２ 、便所他）

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項
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８ 秋田市立旭南小学校屋内運動場増改築 ○旭南小学校屋内運動場増改築工事請負契約

工事請負契約を締結する件 を締結しようとするもの

・工事場所 旭南一丁目15番１号

・契約金額 304,500,000円

・契 約 先 鈴秀・粟野建設工事共同企業体

・工 期 平成22年３月30日まで

・工事概要

構造規模 鉄骨造平屋建

面 積 建築面積 1,340.15㎡

延べ面積 1,232.27㎡

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

９ 秋田市立港北小学校屋内運動場増改築 ○港北小学校屋内運動場増改築工事請負契約

工事請負契約を締結する件 を締結しようとするもの

・工事場所 土崎港北四丁目６番１号

・契約金額 291,375,000円

・契 約 先 三菱マテリアル電子化成・千代

田興業建設工事共同企業体

・工 期 平成22年３月30日まで

・工事概要

構造規模 鉄骨造平屋建

面 積 建築面積 1,351.47㎡

延べ面積 1,256.27㎡

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

10 消防タンク自動車を買い入れる件 ○消防タンク自動車を買い入れようとするも

の

・契約金額 43,575,000円

・契 約 先 (有)北稜産業

・納 期 平成22年２月26日まで

・主要諸元

（ ）条 件 水槽付消防ポンプ自動車 Ⅱ型

全 長 8.00ｍ以下

全 幅 2.5ｍ以下

乗車定員 ６名

水槽容量 2,000リットル

※根拠法：地方自治法第96条第１項

11 消防ポンプ自動車を買い入れる件 ○消防ポンプ自動車を買い入れようとするも

の
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・契約金額 31,290,000円

・契 約 先 猿田興業(株)

・納 期 平成22年２月26日まで

・主要諸元

（ ）条 件 消防ポンプ自動車 ＣＤ－Ⅰ型

全 長 5.90ｍ以下

全 幅 2.0ｍ以下

乗車定員 ５名

水槽容量 600リットル

※根拠法：地方自治法第96条第１項

12 土地を売り払う件 ○公売に付した土地を売り払おうとするもの

・土地の所在 秋田市御所野地蔵田一丁目１番２

・土地の種類 宅地

・土地の面積 6,605.21㎡

・売 払 金 額 284,000,000円

・契 約 先 イオンモール(株)

※根拠法：地方自治法第96条第１項

13 秋田市農業集落排水会計への繰入額を ○農業集落排水会計に対する一般会計からの

変更する件 繰入額を変更しようとするもの

・変更前 164,653千円以内

・変更後 164,723千円以内

・増減額 70千円増

※根拠法：地方財政法第６条

14 秋田市大森山動物園会計への繰入額を ○大森山動物園会計に対する一般会計からの

変更する件 繰入額を変更しようとするもの

・変更前 332,287千円以内

・変更後 337,307千円以内

・増減額 5,020千円増

※根拠法：地方財政法第６条

「 予 算 案 」 ９ 件

15 平成 21年度秋田市一般会計補正予算

（第１号）の件 ○資料別紙

16 平成 21年度秋田市一般会計補正予算

（第２号）の件
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17 平成21年度秋田市土地区画整理会計補

正予算（第１号）の件

18 平成21年度秋田市市営墓地会計補正予

算（第１号）の件

19 平成21年度秋田市農業集落排水会計補

正予算（第１号）の件

20 平成21年度秋田市大森山動物園会計補

正予算（第１号）の件

21 平成21年度秋田市介護保険事業会計補

正予算（第１号）の件

22 平成21年度秋田市後期高齢者医療事業

会計補正予算（第１号）の件

23 平成21年度秋田市水道事業会計補正予

算（第１号）の件


